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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビアホールを有する誘電体基板の製造方法において、
　誘電体基板にスルーホールを形成する工程と、
　該スルーホールの側壁および前記誘電体基板の表面に該誘電体基板に接着性の良い第１
の導電膜を形成する工程と、
　該第１の導電膜で側壁が被覆された前記スルーホール内に導電体を充填する工程と、
　前記誘電体基板の一方の面上の前記第１の導電膜を除去した後、前記スルーホール内の
前記第１の導電膜と前記導電体との隙間に、該第１の導電膜を電極として用いた電界メッ
キ法により該第１の導電膜と前記導電体のいずれとも接着性の良い第２の導電膜を形成し
、前記スルーホール内を前記第１の導電膜、前記導電体及び前記第２の導電膜によって充
填された前記ビアホールを形成する工程と、
　該ビアホールを形成後、少なくとも前記誘電体基板の他方の面上に残る前記第１の導電
膜を除去する工程とを含むことを特徴とする誘電体基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波回路基板等として使用される誘電体基板の製造方法に関し、特に、ビ
アホールを備えた誘電体基板の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　誘電体基板に導電体を充填したビアホールを形成する従来例を図３に示す。図３に示す
ように誘電体基板２１の所定の位置にスルーホール２２を形成する（図３ａ）。その後、
スルーホール２２内に導電体２３を充填（例えばガラスメタル系導電性材料をスクリーン
印刷法により充填）し、熱硬化させる（図３ｂ）。このときスルーホール２２の側壁と導
電体２３との間には、導電体２３と誘電体基板２１の膨張率の違いによって、隙間が生じ
てしまう。そこで、その隙間を電界メッキ法あるいは無電解メッキ法によるメッキ膜から
なる導電層２４で充填する（図３ｃ）。その結果、スルーホール内は、導電体２３及び導
電層２４によって密閉され、誘電体基板の表面と裏面の気密性が確保される。その後、必
要に応じて、誘電体基板の表面を研磨し、所望の厚さの誘電体基板を形成することができ
る。（特許文献１参照）。
【０００３】
　またその他の方法として、スルーホールの内周面に導電被膜を形成し、少なくともスル
ーホールの直径よりも大きく、表面にハンダを被膜した球状導電体をスルーホールに圧入
した後、ハンダの融点まで加熱し、溶融したハンダによってスルーホール内の導電被膜と
球状導電体の間の空隙を充填する方法も提案されている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－３３２６５０号公報
【特許文献２】特開２００６－１７９５１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような従来のビアホールの製造方法では、一般に、誘電体基板にスルーホールを
形成する際、レーザ光の照射、ブラスト法、ドリル等を用いて加工するため、スルーホー
ルの側壁は平坦となる。このように平坦な側壁では、隙間を埋めるために形成するメッキ
膜との接着性が非常に弱い。また平坦な側壁に接着性の良い導電被膜を形成した場合でも
、導電体を圧入する際、導電被膜の一部が剥離してしまい、接着性が弱くなってしまう場
合があった。さらにまた導電被膜とハンダとの接着性は必ずしも十分でなかった。このよ
うに、誘電体基板と導電体との接着強度が低く、その後の工程で誘電体基板の表面を研磨
する際、ビアホール内に充填した導電体や導電被膜等が脱落、剥離するなどの問題点があ
った。
【０００５】
　本発明は上記問題を解消し、ビアホール内でその側壁と導電体との密着性が良く、誘電
体基板の一方の面と他方の面の気密性を保つことができる誘電体基板の形成方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため本願請求項１に係る発明は、ビアホールを有する誘電体基板の
製造方法において、誘電体基板にスルーホールを形成する工程と、該スルーホールの側壁
および前記誘電体基板の表面に該誘電体基板に接着性の良い第１の導電膜を形成する工程
と、該第１の導電膜で側壁が被覆された前記スルーホール内に導電体を充填する工程と、
前記誘電体基板の一方の面上の前記第１の導電膜を除去した後、前記スルーホール内の前
記第１の導電膜と前記導電体との隙間に、該第１の導電膜を電極として用いた電界メッキ
法により該第１の導電膜と前記導電体のいずれとも接着性の良い第２の導電膜を形成し、
前記スルーホール内を前記第１の導電膜、前記導電体及び前記第２の導電膜によって充填
された前記ビアホールを形成する工程と、該ビアホールを形成後、少なくとも前記誘電体
基板の他方の面上に残る前記第１の導電膜を除去する工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の誘電体基板の製造方法によれば、誘電体基板のビアホール側壁とその中に充填
した導電体との隙間全体に第１及び第２の導電膜を充填している。この二重の導電膜によ
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り、誘電体基板と第１の導電膜の接着性を高め、さらに、第１の導電膜と第２の導電膜及
び導電体間の接着性を高めることができる。その結果、ビアホール内に充填した導電体の
脱落、剥離等がなくなり、また十分な気密性を確保した誘電体基板を提供することができ
る。
【０００９】
　本発明より形成されたビアホールを備えた誘電体基板は、ビアホールの熱伝導性が優れ
ており、サーマルビアとして好適となる。また導電性に優れているため、接地用ビアとし
て好適となり、高周波回路基板として用いた場合、特性の優れた高周波回路を提供するこ
とが可能となるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の誘電体基板の製造方法について、図１、図２を用いて実施例について詳
細に説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明の第１の実施例の説明図である。まず、誘電体基板１１の所定の位置に
、例えばレーザ光の照射、ブラスト法、ドリル等を用いる等の通常の方法により、誘電体
基板１１を貫通するスルーホール１２を形成する（図１ａ）。
【００１２】
　次に、誘電体基板１１の表面及びスルーホール１２の側壁を被覆するように、蒸着法ま
たはスパッタリング法により、チタン、白金、金などの導電物質からなる第１の導電膜１
３を形成する（図１ｂ）。ここで第１の導電膜１３は、誘電体基板１１と接着性の良い導
電物質を選択する。
【００１３】
　その後、スルーホール１２内にスクリーン印刷等により、銀、銀－パラジウム金属を含
有したガラスメタル系導電性材料等の導電体１４を充填する。充填した導電体１４は、４
００～８５０℃の温度で焼成し、硬化させる。この焼結によって図１（ｃ）に示すように
、第１の導電膜１３と導電体１４の間には、隙間が生じる。
【００１４】
　次に、誘電体基板１１の一方の面上の第１の導電膜１３をイオンミリング装置等により
除去する（図１ｄ）。ここで、誘電体基板１１の他方の面上の第１の導電膜１３は残して
おく。
【００１５】
　その後、電界メッキ法により銅、金等のメッキを施し、第１の導電膜１３と導電体１４
の間に第２の導電膜１５を形成する。このとき、誘電体基板１１の他方の面上に残した第
１の導電膜１３は、電界メッキ法の電極として用いられる。またメッキされる金属は、第
１の導電膜１３と導電体１４のいずれとも接着性のよい金属を選択する。電界メッキ法に
よるため、スルーホール１２内の誘電体基板１１の厚さ方向の隙間全体にメッキ金属が析
出し、第１の導電膜１３と導電体１４の間を隙間なく充填する（図１ｅ）。この第２の導
電膜１５の充填により、スルーホール１２の側壁と誘電体１４が十分に接着するとともに
、誘電体基板１１の一方の面と他方の面の気密性が保たれることになる。
【００１６】
　最後に、誘電体基板１１の表面を研磨し、表面に残る第１の導電体１３、導電体１４、
第２の導電膜１５の一部を除去し、誘電体基板１１の表面を露出させ、ビアホール１６を
備えた誘電体基板１１が完成する。必要に応じて、誘電体基板１１の表面を研磨し、所望
の厚さの誘電体基板１１を完成することもできる（図１ｆ）。
【実施例２】
【００１７】
　次に第２の実施例について説明する。図２は、本発明の第２の実施例の説明図である。
まず第１の実施例同様、誘電体基板１１の所定の位置に、例えばレーザ光の照射、ブラス
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ト法、ドリル等を用いる等の通常の方法により、誘電体基板１１を貫通するスルーホール
１２を形成する（図２ａ）。
【００１８】
　次に、誘電体基板１１の表面及びスルーホール１２の側壁を被覆するように、蒸着法ま
たはスパッタリング法により、チタン、白金、金などの導電物質からなる第１の導電膜１
３を形成する（図２ｂ）。ここで第１の導電膜１３は、誘電体基板１１と接着性の良い導
電物質を選択する。
【００１９】
　次に、スルーホール２に充填する導電体として、ハンダボール１７をスルーホール１２
の上に配置する（図２ｃ）。
【００２０】
　その後、ハンダボール１７の融点以上に加熱し、溶融したハンダボール１７をスルーホ
ール１２の中に充填する。ハンダボール１７は、その表面張力により、図２（ｄ）に示す
ようにスルーホール１２内に充填される。ここで、ハンダボール１７の充填は、圧入等の
方法によらないため、第１の導電膜１３はスルーホール１２の側壁に被覆形成された接着
力を保ったままとなる。
【００２１】
　次に、第１の実施例同様、誘電体基板１１の一方の面上の第１の導電膜１３をイオンミ
リング装置等により除去する（図２ｅ）。ここで、誘電体基板１１の他方の面上の第１の
導電膜１３は残しておく。
【００２２】
　その後、電界メッキ法により銅、金等のメッキを施し、第１の導電膜１３とハンダボー
ル１７の間に第２の導電膜１５を形成する。このとき、誘電体基板１１の他方の面上に残
る第１の導電膜１３は、電界メッキ法の電極として用いられる。またメッキされる金属は
、第１の導電膜１３とハンダボール１７のいずれとも接着性のよい金属を選択する。電界
メッキ法によるため、スルーホール１２内の誘電体基板１１の厚さ方向の隙間全体にメッ
キ金属が析出し、第１の導電膜１３とハンダボール１７の間を隙間なく充填する（図２ｆ
）。この第２の導電膜１５の充填により、スルーホール１２の側壁とハンダボール１７が
十分に接着するとともに、誘電体基板１１の一方の面と他方の面の気密性が保たれること
になる。
【００２３】
　最後に、誘電体基板１１の表面を研磨し、第１の導電体１３、ハンダボール１７、第２
の導電膜１５の一部を除去し、誘電体基板１１の表面を露出させ、ビアホール１６を備え
た誘電体基板１１を完成する。必要に応じて、誘電体基板１１の表面を研磨し、所望の厚
さの誘電体基板１１が完成することもできる（図２ｇ）。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施例の説明図である。
【図２】本発明の第２の実施例の説明図である。
【図３】誘電体基板に導電体を充填したビアホールを形成する従来例の説明図である。
【符号の説明】
【００２５】
１１；誘電体基板
１２；スルーホール
１３；第１の導電膜
１４；導電体
１５；第２の導電膜
１６；ビアホール
１７；ハンダボール
２１；誘電体基板
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２２；スルーホール 
２３；導電体
２４；導電膜

【図１】 【図２】
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【図３】
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